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健康増進法は社会環境の整備も含めて健康を確保しようとする
点で画期的なものであり、喫煙の問題に関しては「受動喫煙の
防止（第25条）」に取り組むことが謳われました。

　平成15（2003）年5月1日、国民保
健の向上を図ることを目的に健康増進
法が制定されました。これにより、健
康増進の推進に関して基本的な事項を
定めるとともに、具体的な措置を講ず
ることになりました。また、そのため
に『国民』『国および地方公共団体』
『健康増進事業実施者』は、それぞれ
の立場で健康の増進等や関連事業等の
推進を行う責任（責務）を果たさなけ
ればなりません。
　喫煙対策に関しては、第7条の基本
方針の中で喫煙に関する正しい知識の
普及について、また第25条で受動喫
煙（他人のたばこの煙を吸わされるこ
とをいう）防止について、それぞれ明
記されています。特に25条では、「多
数の者が利用する施設を管理する者は、
これらを利用する者について、受動喫
煙を防止するために必要な措置を講ず
るように努めなければならない」と、
施設の管理者に対して具体的な対策が
求められました。ここでいう「多数の
者が利用する施設」とは、学校、病院、
百貨店、官公庁施設、飲食店など公共
の場全般です。
　この法律の制定後、多くの企業や施
設が禁煙スペースの設置に早速取り組
み始めました（病院、百貨店、駅の
ホームや高速道路のサービスエリアな
ど）。地方公共団体においても、この法
律の影響もあって、まずは平成14

（2002）年10月1日、路上喫煙を禁止
する「生活環境条例」が東京都千代田
区でスタートしました。その後、多く
の自治体で路上喫煙を禁止する条例等
の制定の動きがあります。広島市でも、
平成15（2003）年10月1日に「広島
市ぽい捨て等の防止に関する条例」が
施行され、歩行喫煙行為に制限を設け
ました。
　今後、皆がたばこの害（受動喫煙に
関しても）について正しい知識を身に
つけ、受動喫煙の被害がなくなるよう、
できるだけ早急に社会環境の整備を行
わなければなりません。
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